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各課からのお知らせ

　小城庁舎　　三日月庁舎　　牛津庁舎　　芦刈庁舎小 三 牛 芦

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　
平
成
24
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の

納
税
通
知
書
を
6
月
13
日
㈬
に
発
送
し

ま
す
。

　

国
保
税
は
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
世
帯
主
が
社
会
保
険

な
ど
に
加
入
さ
れ
て
い
て
も
、
同
じ
世

帯
の
方
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

て
い
れ
ば
、
世
帯
主
あ
て
に
納
税
通
知

書
が
届
き
ま
す
。

※�

税
額
は
加
入
者
の
み
で
計
算
さ
れ
ま

す
。　

　
お
手
元
に
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し

た
ら
、年
税
額
、納
付
方
法
（
納
付
書・

口
座
振
替
・
年
金
天
引
）
な
ど
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
税
率
、
納
期
な
ど
詳
し
い
内

容
は
同
封
の
「
平
成
24
年
度
国
民
健
康

保
険
税
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

※�

口
座
振
替
の
方
は
、
登
録
口
座
の
金

融
機
関
名
や
口
座
名
義
な
ど
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

 

異
動
の
手
続
き
は
お
早
め
に
！ 

　
就
職
し
た
、扶
養
に
入
っ
た
な
ど
で
、

他
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
た
場
合
、

国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
自
動
的
に
な

く
な
り
ま
せ
ん
。
必
ず
、
資
格
喪
失
の

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
手
続
き
場
所

・
各
庁
舎
の
総
合
窓
口

・　
�

国
保
年
金
課

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
新
し
く
加
入
し
た
保
険
証

・
国
保
の
保
険
証

・
印
鑑

【
問
合
せ
】

・
国
保
税
に
関
す
る
こ
と

　
　

�

税
務
課　

　
担
当　
野
田
・
永
江

　
☎
73
・
８
８
０
１

・
異
動
手
続
き
に
関
す
る
こ
と

　
　

�

国
保
年
金
課　
　
　

　
担
当　
岩
本
・
松
尾

　
☎
73
・
８
８
０
２

小小小

障
害
基
礎
年
金
の
請
求
を
お
考
え
の
方
へ

◆
支
給
の
条
件

・
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け
が

の
初
診
日
が
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者

で
あ
る
時
、
ま
た
は
国
民
年
金
の
被
保

険
者
で
あ
っ
た
方
が
、
日
本
国
内
に
住

所
を
有
し
、
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
あ

る
時
。

※ 

初
診
日
：
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病

気
や
け
が
に
つ
い
て
、
初
め
て
医
師

の
診
療
を
受
け
た
日

・
障
害
の
程
度
が
、
障
害
認
定
日
に
お

い
て
国
民
年
金
法
施
行
令
別
表
に
定
め

る
程
度（
１
級・
２
級
）で
あ
る
こ
と
。

※�

障
害
年
金
の
等
級
は
障
害
者
手
帳
の

等
級
と
は
関
係
な
く
、
診
断
書
な
ど

を
も
と
に
審
査
・
決
定
さ
れ
ま
す
。

※�

障
害
認
定
日
：
障
害
の
原
因
と
な
っ

た
傷
病
の
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
１

年
６
か
月
を
経
過
し
た
日
、
ま
た
は

１
年
６
か
月
以
内
に
症
状
が
固
定
し

た
場
合
は
そ
の
日
。
20
歳
前
の
障
害

の
場
合
は
20
歳
の
誕
生
日
の
前
日
。

・
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で

に
被
保
険
者
期
間
が
あ
る
時
は
、
そ
の

被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
納
付

済
期
間
と
保
険
料
免
除
期
間
（
一
部
納

付
し
た
期
間
）
を
合
算
し
た
期
間
が
３

分
の
２
以
上
で
あ
る
こ
と
。

※�

初
診
日
が
平
成
28
年
３
月
31
日
以
前

の
場
合
は
、
初
診
日
の
属
す
る
月
の

前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
保
険
料
の

未
納
が
な
け
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

◆
申
請
の
手
順

　
障
害
基
礎
年
金
の
請
求
を
希
望
さ
れ

る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。そ
の
際
に
、

次
の
こ
と
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

①
ど
の
よ
う
な
障
害
な
の
か
。

② 

病
気
の
発
症
し
た
時
期
、
初
診
日
。

通
院
の
状
況
な
ど
。

　
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
を
お

持
ち
の
方
は
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※�

初
診
日
が
厚
生
年
金
加
入
中
の
方
は

年
金
事
務
所
で
、
共
済
年
金
加
入
中

の
方
は
共
済
組
合
で
の
請
求
と
な
り

ま
す
。

【
問
合
せ
】　

�

国
保
年
金
課

担
当　
嘉
村
・
岩
本
☎
73
・
８
８
０
２

佐
賀
年
金
事
務
所
☎
31
・
４
１
９
１

小
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小
城
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
募
集

◆
雇
用
期
間　
夏
休
み
期
間

◆
申
込
方
法
（
提
出
書
類
）

　
写
真
を
添
付
し
た
市
販
の
履
歴
書
を

　

�

学
校
教
育
課
へ
持
参
ま
た
は
、
封

筒
の
表
に
「
履
歴
書
在
中
」
と
朱
書
き

し
て
左
記
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
〒
８
４
５

−

８
５
０
１　

　
小
城
市
小
城
町
２
５
３
番
地
21

　
小
城
市
教
育
委
員
会　

　
学
校
教
育
課　
宛

※�

履
歴
書
に
昼
間
連
絡
が
と
れ
る
電
話

番
号
（
携
帯
電
話
番
号
な
ど
）
を
必

ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

履
歴
書
の
返
送
は
し
ま
せ
ん
の
で
予

め
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間　

　
６
月
11
日
㈪
～
15
日
㈮
必
着

◆
採
用
方
法

��

後
日
、
連
絡
す
る
日
に
試
験
を
行
い

採
用
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
　

�

学
校
教
育
課

　
担
当　
辻
田
・
北
川

　
☎
73
・
８
８
０
７

小
小

職　種 業務内容 必要な
資格など 基本的な勤務形態 主な勤務場所 募集人員

（予定） 報酬

放課後
児童クラブ
指導員

放課後
児童クラブ
指導員業務

無

月～土
８：30～18：00
のうち数時間

（各放課後児童クラブに
より勤務時間など異なる）

小城市内
放課後
児童クラブ

10人程度 時給
813円

※予定のため内容が変更になることがあります。【日々雇用職員】

６
月
は
土
砂
災
害
防
止
月
間
で
す

　
昭
和
58
年
か
ら
、
毎
年
６
月
を
「
土

砂
災
害
防
止
月
間
」と
定
め
て
い
ま
す
。

　
６
月
～
７
月
に
か
け
て
、
台
風
や
豪

雨
に
見
舞
わ
れ
や
す
い
た
め
、
土
砂
災

害
が
発
生
し
や
す
い
環
境
に
あ
り
、
全

国
で
毎
年
約
１
、
０
０
０
件
の
土
砂
災

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
土
砂
災
害
は
い
つ
起
き
る
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。
日
頃
か
ら
気
象
情
報
に
注
意

し
、
避
難
所
の
確
認
や
、
避
難
経
路
の

確
保
な
ど
災
害
が
起
こ
る
前
に
備
え
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　　
　【

問
合
せ
】　

�

建
設
課　

　
担
当　
西
田
・
池
田　

　
☎
63
・
８
８
２
５　

芦

◆小城市指定避難所

上記の施設は、自主避難所としても指定されています。

平成18年７月20日小城市（川原・桑鶴線）

名　称 場　所 連絡先

小城保健福祉センター「桜楽館」 小城町畑田750番地 73・7117

三日月保健福祉センター「ゆめりあ」 三日月町長神田2312番地３ 73・9270

小城市議会棟 牛津町柿樋瀬1100番地１ 63・8810

芦刈保健福祉センター「ひまわり」 芦刈町三王崎1522番地 66・5566
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庁
舎
建
設
の
状
況
と
今
後
の
計
画
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

新
庁
舎
建
設
工
事
状
況

　
昨
年
12
月
か
ら
本
格
的
な
建
設
工
事

が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
建
設
工
事
で
は
、
ま
ず
増
築
庁
舎
の

建
設
に
着
手
し
、
７
月
中
旬
ご
ろ
の
完

成
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　
増
築
庁
舎
完
成
後
は
、
三
日
月
庁
舎

の
行
政
機
能
（
福
祉
部
・
総
合
窓
口
）

を
増
築
庁
舎
１
階
に
移
転
さ
せ
、
そ
の

後
、
三
日
月
庁
舎
を
改
修
し
、
一
部
の

付
帯
工
事
な
ど
を
残
し
て
12
月
に
完
成

す
る
計
画
で
す
。

　
工
事
期
間
中
、
市
民
の
皆
さ
ま
、
近

隣
の
皆
さ
ま
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
増
築
庁
舎
】

　
増
築
庁
舎
に
は
、
市
民
の
方
の
利
用

が
多
い
市
民
部
や
福
祉
部
な
ど
の
窓
口

部
門
と
総
務
部
門
、
防
災
対
策
室
な
ど

が
配
置
さ
れ
ま
す
。

　
す
で
に
、
鉄
骨
の
柱
が
建
ち
、
ア
ル

ミ
サ
ッ
シ
の
取
り
付
け
や
内
壁
・
外
壁

な
ど
の
貼
り
付
け
工
事
が
完
了
し
ま
し

た
。

　
現
在
、
内
壁
・
外
壁
の
塗
装
や
照
明

器
具
な
ど
の
取
り
付
け
を
行
い
、今
後
、

床
仕
上
げ
や
内
部
建
具
の
取
り
付
け
工

事
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

【
三
日
月
庁
舎
】

　
三
日
月
庁
舎
に
は
、
建
設
部
や
産
業

部
、
教
育
委
員
会
、
議
会
が
配
置
さ
れ

ま
す
。

　
改
修
工
事
は
、
増
築
庁
舎
完
成
後
の

８
月
頃
か
ら
行
う
予
定
で
す
。そ
の
後
、

増
築
庁
舎
と
廊
下
で
つ
な
が
り
、
一
つ

の
建
物
と
な
り
ま
す
。

【
三
日
月
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
】

　

改
善
セ
ン
タ
ー
は
、
小
城
市
庁
舎

別
館
（
仮
称
）
と
し
て
、「
教
育
相
談
」

の
拠
点
、
「
市
民
団
体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
」
の
活
動
の
場
と
し
て
使
用
す

る
た
め
、
一
部
改
修
工
事
を
行
い
５
月

中
旬
に
完
了
し
ま
し
た
。

【
駐
車
場
】

　
増
築
庁
舎
南
側
と
西
側
の
駐
車
場
工

事
は
、
す
で
に
完
了
し
ま
し
た
。

　
増
築
庁
舎
の
西
側
駐
車
場
に
は
、
大

雨
時
な
ど
の
浸
水
や
川
の
氾
ら
ん
を
防

ぐ
た
め
、
雨
水
を
一
時
的
に
溜
め
る
施

設
（
調
節
池
）
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
工
事
の
進
捗
状
況
の
写
真
な
ど
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い

ま
す
。

【
問
合
せ
】　

�

企
画
課　

　
本
庁
舎
移
行
推
進
係　

　
担
当　
池
田
・
野
口

  

☎
73
・
８
８
３
７

三

▲改修前

三日月庁舎（左側）と増築庁舎（右側）

◀改修後
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改
修
工
事
を
し
た
住
宅
の
固
定
資
産
税
が
減
額
に
な
り
ま
す

［
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
］

◆
対
象

①�

平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築
さ

れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と

②�

65
歳
以
上
の
方
、
要
介
護
・
要
支
援

認
定
を
受
け
て
い
る
方
、
障
が
い
の

あ
る
方
の
い
ず
れ
か
が
居
住
し
て
い

る
こ
と

③�

一
定
の
要
件
を
満
た
し
、
費
用
が
30

万
円
以
上
（
補
助
金
な
ど
を
除
く
）

の
施
工
を
し
て
い
る
こ
と

◆
減
税
額　
１
戸
当
た
り
１
０
０
㎡
床

面
積
相
当
分
（
賃
貸
部
分
を
除
く
）
ま

で
の
家
屋
に
か
か
る
固
定
資
産
税
の
３

分
の
１
を
減
額

［
省
エ
ネ
改
修
］

◆
対
象

①�

平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築
さ

れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と

②�

一
定
の
要
件
を
満
た
し
（
省
エ
ネ
基

準
適
合
工
事
の
証
明
が
必
要
）、
費

用
が
30
万
円
以
上
の
施
工
を
し
て
い

る
こ
と

◆
減
税
額　
１
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
の

床
面
積
相
当
分
ま
で
の
家
屋
に
か
か
る

固
定
資
産
税
の
３
分
の
１
を
減
額
。

※�

耐
震
改
修
に
よ
る
減
額
お
よ
び
新
築

住
宅
軽
減
と
の
重
複
し
た
適
用
は
で

き
ま
せ
ん
。

［
耐
震
改
修
］

◆
対
象

①�

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築
さ

れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と

②�
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ

う
一
定
の
要
件
を
満
た
し
（
耐
震
基

準
適
合
工
事
の
証
明
が
必
要
）、
費

用
が
30
万
円
以
上
の
施
工
を
し
て
い

る
こ
と

◆
減
税
額　
１
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
の

床
面
積
相
当
分
ま
で
の
、
家
屋
に
か
か

る
固
定
資
産
税
の
２
分
の
１
を
減
額

　
い
ず
れ
の
改
修
も
原
則
、
工
事
完
了

後
、
３
か
月
以
内
に
必
要
書
類
を
添
付

し
た
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。�

　
詳
細
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】　

�

税
務
課　

　
担
当　
南
里
・
小
栁

　
☎
73
・
８
８
０
１

小

た
い
肥
投
入
補
助
事
業

　
有
機
農
業
を
促
進
す
る
た
め
、
市
内

に
在
住
し
て
い
る
方
が
左
記
の
畜
産
農

家
か
ら
た
い
肥
を
購
入
し
、
農
園
や
家

庭
菜
園
に
使
用
し
た
場
合
、
購
入
金
額

の
２
分
の
１
を
助
成
し
ま
す
。

◆
上
限
額　

　
年
間
３
万
円
（
１
世
帯
当
り
）

◆
補
助
の
対
象

　
農
業
の
方
だ
け
で
な
く
、
家
庭
菜
園

も
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

◆
注
意
事
項

　
た
い
肥
を
撒
き
終
え
て
か
ら
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
購
入
だ
け
で
は
補
助
対

象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

・
領
収
書　
　

・
振
込
み
先
の
通
帳　
　
　

・
印
鑑

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
　

�

農
林
水
産
課

　
担
当　
鮎
川
・
川
原
田

　
☎
63
・
８
８
２
０

芦

氏　名 畜種 住　所 電話番号
川久保　悟 牛 小城町畑田1427番地1 72・5589 
大石　建吾 牛 小城町岩蔵5789番地1 73・2686（牛舎）／72・4592（自宅）

諸隈　健次 牛 小城町岩蔵5762番地 72・3321（牛舎）／72・5274（自宅）

津城　謙二 豚 小城町畑田73番地1 73・4603（豚舎）／73・4403（自宅）

野村　秀利 豚 小城町松尾2764番地17 73・3169
溝口　琢磨 牛 三日月町久米619番地 73・2905

江口畜産（松浦厚） 牛 牛津町下砥川620番地７ 66・2751
森永　公一 牛 芦刈町芦溝579番地 66・3013

たい肥供給者一覧
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各課からのお知らせ

　小城庁舎　　三日月庁舎　　牛津庁舎　　芦刈庁舎小 三 牛 芦

　
こ
の
条
例
は
、
市
・
市
民
・
事
業
者

が
協
力
し
、
暴
力
団
を
排
除
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

　
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

条
例
の
基
本
理
念

◆
暴
力
団
に
対
す
る
「
４
な
い
運
動
」

○
暴
力
団
を
恐
れ
な
い

○
暴
力
団
に
対
し
て
資
金
提
供
し
な
い

○
暴
力
団
を
利
用
し
な
い

○
暴
力
団
事
務
所
を
開
設
さ
せ
な
い

◆
市
の
取
り
組
み

・�

市
が
実
施
す
る
公
共
工
事
そ
の
他
の

事
務
ま
た
は
事
業
か
ら
暴
力
団
を
排

除
す
る
た
め
の
措

置
（
入
札
や
下
請

け
か
ら
の
排
除
）

を
行
い
ま
す
。　

・��

市
が
設
置
す
る
公
の
施
設
が
暴
力
団

の
活
動
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
暴
力

団
の
利
益
と
な
る
と
認
め
る
と
き

は
、
利
用
を
許
可
し
な
い
な
ど
の
措

置
を
行
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
施
設

の
利
用
者
に
は
、
誓
約
書
の
提
出
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。

・��

市
立
中
学
校
で
青
少
年
が
暴
力
団
に

加
入
し
た
り
、
暴
力

団
犯
罪
の
被
害
に
あ

わ
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
の
必
要
な
教
育

を
行
い
ま
す
。

◆
市
民
・
事
業
者
の
責
務

・��

市
が
実
施
す
る
暴
力
団
排
除
に
関
す

る
施
策
へ
協
力
す

る
よ
う
努
め
ま
す
。

・��

暴
力
団
に
関
す
る
情
報
を
知
っ
た
時

は
、
警
察
署
や
市
に
提
供
す
る
よ
う

努
め
ま
す
。

・��

市
民
は
、暴
力
団
の
威
力
を
利
用
し
、

ま
た
は
暴
力
団
の
活
動
や
運
営
に
協

力
す
る
目
的
で
暴
力
団
員
等
に
利
益

を
供
与
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
条
例
案
の
作
成
に
あ
た
り
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
ご
意
見
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。　

　
結
果
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。

【
条
例
に
対
す
る
問
合
せ
】

　
　

�
総
務
課　

　
☎
63
・
８
８
１
８

【
暴
力
団
に
関
す
る
相
談
窓
口
】

　
佐
賀
県
警
察
本
部　
組
織
犯
罪
対
策
課

　
☎
24
・
１
１
１
１（
代
表
）

牛

「小城市暴力団排除条例
」、

「小城市公の施設にお
ける

暴力団排除条例」を施
行

しています

　
昨
年
６
月
に
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
」

が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
「
体
育
指

導
委
員
」か
ら「
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
」

へ
名
称
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
変
更
を
う
け
て
、
各
行

政
区
に
概お

お
む

ね
１
名
ず
つ
活
動
さ
れ
て
い

る
「
住
民
ス
ポ
ー
ツ
推
進
指
導
者
」
の

名
称
が
類
似
し
て
お
り
、
混
同
し
や
す

い
た
め
、
今
後
は
「
ス
ポ
ー
ツ
サ
ポ
ー

タ
ー
」
と
変
更
し
ま
す
。

（
旧
）「
住
民
ス
ポ
ー
ツ
推
進
指
導
者
」

　
　
➡

（
新
）「
ス
ポ
ー
ツ
サ
ポ
ー
タ
ー
」

【
問
合
せ
】　

�

生
涯
学
習
課

   

担
当　
永
ノ
間
・
北
島

   

☎
73
・
８
８
０
８

小

体
育
指
導
委
員
と
住
民
ス
ポ
ー
ツ

推
進
指
導
者
の
名
称
変
更
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健
康
プ
ラ
ン
の
中
間
評
価
と
見
直
し
を
行
い
ま
し
た

　
策
定
か
ら
、
５
年
目
と
な
る
健
康
プ

ラ
ン
の
中
間
評
価
と
見
直
し
を
平
成
23

年
度
に
行
い
ま
し
た
。

　
見
直
し
は
、
健
康
に
関
し
て
知
識
や

経
験
の
あ
る
方
、
関
心
の
あ
る
市
民
代

表
の
方
々
で
組
織
す
る
「
小
城
市
健
康

プ
ラ
ン
中
間
評
価
検
討
会
」
で
議
論
を

重
ね
ま
し
た
。

◉
市
の
重
点
的
な
取
り
組
み
順
位
を
見

直
し
、

①
糖
尿
病
対
策

②
肥
満
対
策

③
た
ば
こ
対
策

と
し
ま
し
た
。

　
た
ば
こ
対
策
が
喫
煙
率
の
低
下
と
禁

煙
・
完
全
分
煙
認
証
施
設
の
増
加
に
よ

り
改
善
が
み
ら
れ
た
一
方
、
糖
尿
病
は

平
成
22
年
度
の
特
定
健
診
の
結
果
、
県

内
20
市
町
中
３
位
と
上
位
で
し
た
。

　
受
診
者
の
10
人
に
一
人
は
糖
尿
病
域

で
し
た
。
ま
た
、
６
割
の
人
は
境
界
域

で
、
正
常
の
人
は
３
割
弱
と
い
う
結
果

で
し
た
。

◉
栄
養
・
食
生
活
で
は
B
M
I
が
25
以

上
の
男
性
肥
満
者
や
、
30
代
女
性
の
欠

食
率
の
増
加
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

　
意
識
調
査
で
も(

図
１)

の
よ
う
な
問

題
点
が
見
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
今
後
も

食
育
推
進
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

◉
運
動
習
慣
（
１
日
30
分
以
上
／
週
２

回
／
１
年
以
上
）
で
は
、
男
性
は
改
善

さ
れ
、
31
・
２
％
で
し
た
が
、
女
性
は

23
・
６
％
と
悪
化
し
て
い
ま
し
た
。

　
運
動
習
慣
の
定
着
の
た
め
に
健
康
体

操「
お
ぎ
、あ
ー
も
！
体
操
」や
、ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
マ
ッ
プ
な
ど
の
普
及
を
目
指
し

て
い
き
ま
す
。

◉
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
で
は
、
過
去

１
か
月
に
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た
こ
と
が

あ
る
割
合
は
、
前
回
調
査
よ
り
３
・
１

ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
ま
し
た
。特
に
、

20
代
女
性
と
30
代
男
性
で
高
く
、
次
い

で
30
代・40
代
女
性
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
、
ス
ト
レ
ス
社
会
に
向
き
合
っ

て
い
く
た
め
に
も
、
普
段
か
ら
、
家
族

や
仲
間
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

大
切
に
し
、
お
互
い
の
話
を
聴
き
あ
う

関
係
が
必
要
で
す
。

◉
歯
の
健
康
で
は
、
子
ど
も
達
の
む
し

歯
の
状
況
は
改
善
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
が
大
切

で
す
。

◉
ま
と
め

　
特
定
健
診
の
受
診
率
が
伸
び
な
い
現

状
が
あ
り
、
未
受
診
者
の
中
に
は
糖
尿

病
域
や
境
界
域
の
人
も
潜
在
し
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
特
定
健
診
の

結
果
か
ら
も
「
糖
尿
病
対
策
」
を
最
重

要
課
題
と
考
え
、
予
防
と
治
療
へ
の
取

り
組
み
を
優
先
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
市
民
、
行
政
、
医
師
会
な

ど
、地
域
ぐ
る
み
で
対
策
に
取
り
組
み
、

「
糖
尿
病
に
な
ら
な
い
」あ
る
い
は「
悪

化
さ
せ
な
い
」
よ
う
に
取
り
組
む
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
も
一
人
ひ
と
り
が
、
好

ま
し
い
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
、
健
康

で
元
気
に
生
活
で
き
る
社
会
を
め
ざ
し

て
、
よ
り
一
層
取
り
組
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
小
城
市
健
康
プ
ラ
ン
の
め
ざ
す
姿
は

「
み
ん
な
で
支
え
あ
う
元
気
な
小
城
市
」

で
す
。
み
ん
な
で
健
康
づ
く
り
の
輪
を

広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
】　

�

健
康
増
進
課

　
担
当　
松
尾
・
山
口

　
☎
73
・
８
８
２
２

三

図１【食生活の問題】

0

10

20

30
（％）

野
菜
不
足

甘
い
も
の
の
と
り
す
ぎ

栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い

食
事
の
量
の
と
り
す
ぎ

塩
分
の
と
り
す
ぎ

食
事
を
抜
く
こ
と
が
あ
る

（
朝
食
な
ど
）

カ
ル
シ
ウ
ム
不
足

乳
製
品
不
足

脂
肪
の
と
り
す
ぎ

お
酒
の
飲
み
す
ぎ

外
食
が
多
い

イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
が
多
い

特
に
問
題
は
な
い

そ
の
他

無
回
答

26.8
23.9 22.8

19.5
22.7

18.2
21.2

17.8
20.6

15.8
19.7

24.9

16.8

21.5

15.2

21.1

13.0
10.9

8.8
11.1

7.8 6.5 6.5
8.3

24.7

19.7

1.3 1.5 2.1

■平成 22年度調査（回答者数＝841）　■平成 17年度調査（回答者数＝935）
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各課からのお知らせ

　小城庁舎　　三日月庁舎　　牛津庁舎　　芦刈庁舎小 三 牛 芦

【問合せ】 牛  企画課　担当　福岡・熊谷　☎63・8803

　小城市男女共同参画プラン（通称さくらプラン）は、平成19年度～28年度の10か年を計画期間としています。
　「男女がともに認め合い、支えあい、希望あふれる小城市をめざして」を基本目標に、市民のだれもが人権と男女共同参
画についての共通理解を深めることを目指しています。計画策定から5年を経過したため、平成24年度からの後期重点項
目を決定し、より効果的に計画に取り組んでいきます。

「誰もがわかりあう
　　　　　　まちづくり」
◆男女平等の意識啓発
　固定的な性別役割分担意識※①

を解消し、誰もが対等な立場
で支え合う社会を築いていく
ため、周知・広報活動を行い
ます。

◆教育の場における男女共同
参画の推進
　「学校」「家庭」「地域」「職場」
などの様々な場面で、女性に
とっても男性にとっても暮ら
しやすい社会を目指します。

　重点項目決定にあたり、市内の有識者 8人で懇談会を開催しました。（有識者意見　抜粋）
◎「教育」は家庭・地域・職場など、あらゆる場面における男女共同参画推進のすべての根幹となる。
　そのため、他の施策も包括し、学校教育だけではなく幅広い世代への「教育」としてほしい。
◎「男女共同参画」とは、女性のみではなく、「男性にとっても生きやすい社会を目指すこと」だと、
　広く伝えてほしい。
◎暴力は「殴る、蹴る」などの身体的なものだけではなく、精神的・経済的なものも含まれるということを
　周知してほしい。

「互いに支えあう
　　　　　まちづくり」
◆子育て支援の充実
　子どもを安心して産み、育て、
子育ての喜びや楽しみを見出すこ
とができる社会を目指します。

◆あらゆる暴力の根絶に向けた環
境の整備
　DV（ドメスティック・バイオレ
ンス※②） や児童虐待、高齢者虐待
など、あらゆる暴力を許さない意
識の啓発と、関係機関との連携を
はかり、あらゆる人々の人権が尊
重される社会を目指します。

「共に創りあう
　　　　 まちづくり」
◆政策・方針決定過程への
男女共同参画の推進
　政策・方針決定過程へ男
女が共に参画することがで
き、双方の意見が対等に反
映されるよう、女性の参画
機会の拡大に向けて、女性
人材の育成や意識の啓発・
浸透を目指します。

さくらプラン後期重点項目が決定しました！

★さくらプラン後期重点項目
□ 政策Ⅰ □ 政策Ⅱ □ 政策Ⅲ

懇
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
！

※② 親密な男女間（パートナー間）での、
身体的・精神的・経済的・性的な暴力のこと

6/23 ～ 29は「男女共同参画週間」です ←詳しくは P16の情報いろいろをご覧ください。

※① 「男は仕事・女は家庭」などのよう
に男女の性別を理由として、役割を固定
的に分ける考え方
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平成24年度

じんけんふれあいセミナー受講者募集
◆募集定員　70人（定員を越えた場合は抽選）
◆受講料　無料（第３回目のフィールドワークのみの参加はお断りします）

※都合により講座の内容などを変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※�受講希望者は、下記の参加申込書に必要事項を記入し、お近くの各庁舎総合窓口
　または公民館に提出してください。（FAX可）
※全６回受講者には、修了書を授与します。

キ　リ　ト　リ　線

個人情報は、受講者との連絡のためにのみ使用し、他に使用することはありません。

【問合せ】
　小城市社会人権･同和教育推進協議会事務局
　担当　常松・木村（市民課　人権･同和対策室内）
　☎73・8800　FAX73・8811

平成24年度「じんけんふれあいセミナー」受講申込書

＊お近くの各庁舎総合窓口　または　公民館に提出してください。

締め切り  ６月29日（金）

開講日 講　　師 内　容　テーマ 場　　所

第１回 7月26日（木）
13：30～15：00

東
あずま

　統
とう

禅
ぜん

さん
福
ふく
田
でん
寺
じ
住職

「縁にまかせて」
牛津保健福祉センター
「アイル」

第２回 8月31日（金）
13：30～15：30

杉
すぎ

尾
お

　秀
ひで

哉
や

さん
TBSニュースキャスター

「報道と人権」
～情報化社会を生きる～

小城市生涯学習センター
「ドゥイング三日月」

第３回 10月4日（木）
8：30～17：00

現地研修フィールドワーク
世界記憶遺産　山本作兵衛
作品鑑賞と炭坑の歴史学習

福岡県田川市
田川市石炭・歴史博物館

第４回 10月17日（水）
13：30～15：00

孫
ソン

　承
スン

言
オン

さん
名護屋城博物館

「韓国における人権とその歴史」
（仮題）

牛津保健福祉センター
「アイル」

第５回 12月15日（土）
13：30～15：30

河
こう

野
の

　義
よし

行
ゆき

さん　　　
松本サリン事件被害者

「報道被害と人権」（仮題）
小城市生涯学習センター
「ドゥイング三日月」

第6回 １月10日（木）
13：30～15：00

村
むら

川
かわ

　カルミナさん　
国際交流協会

「日本の人権外国の人権」（仮題）
～日本とメキシコ、文化の違い～

牛津保健福祉センター
「アイル」
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